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(54)【発明の名称】 薄膜トランジスタ、液晶表示装置およびそれらの製造方法

(57)【要約】
【課題】  ゲート絶縁膜の耐電圧の低下なく、レジスト
焦げを生じずにドープできるＴＦＴ、ＬＣＤならびにＴ
ＦＴおよびＬＣＤの製造方法を提供する。
【解決手段】  本発明のＴＦＴは、基板(１)上に位置し
チャネル領域を挟む一対の不純物領域を含む半導体層
(３)と、半導体層の上に接して位置する絶縁膜(４)と、
その絶縁膜に接し、チャネル領域の上方に位置するゲー
ト電極(５ａ)とを備え、上記絶縁膜は均質一体物で形成
され、チャネル領域上に位置する絶縁膜(４ｂ)の厚みｔ
ｏは、不純物領域上に位置する絶縁膜(４ａ)の厚みｔ
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より大きい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に位置し、チャネル領域を挟む一
対の不純物領域を含む半導体層と、
前記半導体層の上に接して位置する絶縁膜と、
前記絶縁膜の上に接し、前記チャネル領域の上方に位置
するゲート電極とを備え、
前記絶縁膜は、均質な一体物で形成されており、前記チ
ャネル領域上に位置する絶縁膜の厚みは、前記不純物領
域上に位置する絶縁膜の厚みよりも大きい、薄膜トラン
ジスタ(ＴＦＴ：Thin Film Transistor)。
【請求項２】  前記チャネル領域上に位置する前記絶縁
膜の厚みが８０ｎｍ以上であり、前記不純物領域上の前
記絶縁膜の厚みが６５ｎｍ以下である、請求項１に記載
のＴＦＴ。
【請求項３】    前記チャネル領域上に位置する前記絶
縁膜の厚みと、前記不純物領域上の前記絶縁膜の厚みと
の差が２０ｎｍ以上ある、請求項１または２に記載のＴ
ＦＴ。
【請求項４】  液晶に電圧を印加して光の透過量を制御
するアクティブマトリックス方式の液晶表示装置であっ
て、駆動回路領域の信号線ごとに形成されている第１の
ＴＦＴ群、および画素領域の画素ごとに形成されている
第２のＴＦＴ群のうち、少なくとも一方の領域のＴＦＴ
群が、請求項１～３のいずれかに記載のＴＦＴから構成
されている液晶表示装置。
【請求項５】  駆動回路領域と画素領域とが同じ共通の
基板上に形成された駆動回路一体型の液晶表示装置であ
って、
前記駆動回路領域に信号線ごとに形成されているｎ型Ｔ
ＦＴおよびｐ型ＴＦＴが、請求項１～３のいずれかに記
載のＴＦＴから構成されている液晶表示装置。
【請求項６】  基板上に半導体層を成膜する工程と、
前記半導体層の上に接して絶縁膜を形成する工程と、
前記絶縁膜の上に接して導電層を形成する工程と、
前記導電層をパターニングしてゲート電極を形成する工
程と、
前記ゲート電極をマスクとして前記絶縁膜をエッチング
することにより、前記ゲート電極の下の領域以外の領域
における前記絶縁膜をエッチングしてその膜厚を減少さ
せる工程とを備え、
前記導電層をエッチングしてゲート電極を形成する工程
と、前記ゲート電極の下の領域以外の領域における前記
絶縁膜をエッチングしてその膜厚を減少させる工程とを
同じ処理装置内で連続して行う、ＴＦＴ(Thin Film Tra
nsistor)の製造方法。
【請求項７】  基板上の第１薄膜トランジスタの領域に
チャネル領域、ソース、ドレイン領域を含む第１半導体
層を、また第２薄膜トランジスタの領域にチャネル領
域、ソース、ドレイン領域を含む第２半導体層を、それ
ぞれ形成する工程と、 *
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*前記第１および第２半導体層の上に接して絶縁膜を形成
する工程と、
前記絶縁膜の上に接して導電層を形成する工程と、
前記第２薄膜トランジスタの領域以外の領域の導電層を
パターニングして、前記第１半導体層のチャネル領域の
上に第１ゲート電極を形成する工程と、
前記第２薄膜トランジスタの領域の前記導電層をパター
ニングして、前記第２薄膜半導体のチャネル領域の上に
第２ゲート電極を形成する工程と、
前記第１ゲート電極下および前記第２薄膜トランジスタ
の領域以外の領域における前記絶縁膜をエッチングして
その膜厚を減少させる第１減厚工程と、
前記第２ゲート電極下および前記第１ゲート電極下の領
域以外の領域における前記絶縁膜をエッチングしてその
膜厚を減少させる第２減厚工程とを備え、
前記第１ゲート電極形成工程と前記第１減厚工程とから
なる第１工程、および前記第２ゲート電極形成工程と前
記第２減厚工程とからなる第２工程ともに、その電極形
成工程と絶縁膜減厚工程とを同じ処理装置内で連続して
行う、液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トタンジスタ
(TFT:Thin Film Transistor)、液晶表示装置、ならびに
ＴＦＴおよび液晶表示装置の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置の１つとして、多結晶体シ
リコンを用いた駆動回路一体型の液晶表示装置が知られ
ている。この駆動回路一体型の液晶表示装置では、画素
領域と駆動回路領域とが同じ共通のガラス基板上に形成
されている。通常、駆動回路領域には信号線ごとにｎ型
ＴＦＴとｐ型ＴＦＴとが形成され、また画素領域では画
素ごとに２個のｎ型ＴＦＴが形成される。
【０００３】次に、これらｎ型ＴＦＴおよびｐ型ＴＦＴ
が隣接するＴＦＴの製造方法について図１１を用いて説
明する。まず、ガラス基板１０１にシリコン酸化膜など
の下地膜１０２が形成され、次いで、この下地膜の上に
アモルファスシリコン膜が成膜される。次いで、このア
モルファスシリコン膜をレーザアニール法や急速加熱法
によって多結晶体シリコン膜とする。次にフォトリソグ
ラフィ法を用いてＴＦＴ形成領域に多結晶体シリコン膜
を島状にパターニングして、ＴＦＴ形状の多結晶体シリ
コン１０３を作製する。次に、これらを覆うようにゲー
ト絶縁膜１０４を形成し、さらにこの上にゲート電極１
０５ａを形成する。次に、ｐ型ＴＦＴの領域を覆うよう
にレジストマスク１０６を形成して、ｎ型ＴＦＴとなる
多結晶体シリコン膜の所定の領域にリンや砒素などのｎ
型不純物をドーピングしてソース、ドレイン領域１０３
ａ，１０３ｂを形成する。また、ｎ型ＴＦＴの領域を覆
うようにレジストマスクを形成して、ｐ型ＴＦＴとなる
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多結晶体シリコン膜の所定の領域にボロンやガリウムな
どのｐ型不純物をドーピングする。次に、これらドーパ
ントを活性化するための熱処理を行った後、図１１には
示していないシリコン酸化膜などの層間絶縁膜を形成す
る。次に、ｎ型およびｐ型ＴＦＴのソース、ドレイン領
域に対応する位置の層間絶縁膜にコンタクトホールを形
成し、さらにソースおよびドレイン電極を形成する。こ
の後、保護絶縁膜を形成し、ドレイン電極の上の保護絶
縁膜にコンタクトホールを形成する。この後、透明導電
膜からなる画素電極を形成して、液晶表示装置の主要部
を完成させる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】上記の構造のＴＦＴで
は、ゲート絶縁膜の耐電圧を向上させるためには、ゲー
ト絶縁膜の厚さを厚くする必要がある。しかしながら、
図１１に示すように、ゲート絶縁膜を８０～１００ｎｍ
程度に厚くすると、ｎ型またはｐ型不純物をドーピング
する際に加速電圧を４０ｋｅＶ以上に高く設定しなけれ
ばならない。ドーピングに際し、レジストをドーピング
マスクとして使用する場合には、加速電圧が４０ｋｅＶ
を超えると基板温度が上昇してレジスト焦げが発生し
て、レジストの剥離が困難になる場合がある。逆にレジ
スト焦げを防止するために、ゲート絶縁膜の膜厚を薄く
すると、ゲート絶縁膜の耐電圧が低下して、信頼性が低
下するという問題がある。
【０００５】本発明は、ゲート絶縁膜の耐電圧を低下さ
せることなく、レジスト焦げを生じずにドーピングでき
るＴＦＴ、液晶表示装置ならびにＴＦＴおよび液晶表示
装置の製造方法を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１のＴＦ
Ｔは、基板上に位置し、チャネル領域を挟む一対の不純
物領域を含む半導体層と、半導体層の上に接して位置す
る絶縁膜と、絶縁膜の上に接し、チャネル領域の上方に
位置するゲート電極とを備え、絶縁膜は、均質な一体物
で形成されており、チャネル領域上に位置する絶縁膜の
厚みは、不純物領域上に位置する絶縁膜の厚みよりも大
きい。
【０００７】通常のレジストは、１００～１２０℃を超
える温度に加熱されると、レジスト焦げが発生する。不
純物イオンの打ち込みにおいて、加速電圧が４０ｋｅＶ
を超えると、２×１０15個／ｃｍ2程度のドース量では
１２０℃を超えてしまう。上記発明の構成により、絶縁
膜の上から薄膜半導体に不純物イオン等を加速して打ち
込む場合、４０ｋｅＶを超えて加速電圧をむやみに高く
する必要がない。このため、レジストをマスクとして上
記打ち込みを行う場合でも、レジスト焦げの発生の危険
性のない４０ｋｅＶ以下の加速電圧を採用することがで
きる。このため、ゲート絶縁膜は耐圧を充分とりうる厚
みとした上で、レジスト焦げを生じないので、ＴＦＴの
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製造において高い歩留りを確保することが可能となる。
さらに、上記絶縁膜は均質な一体物で形成されているの
で、例えば、ゲート電極のパターニングに引き続いて、
上記絶縁膜のゲート電極下以外の領域をエッチングし、
減厚して形成することができる。この結果、生産性を低
下させることなく、ゲート電極での耐圧性の確保と不純
物イオン打ち込みにおけるレジスト焦げの防止を達成す
ることが可能となる。なお、「チャネル領域の上方に位
置する」とは、平面的に見てチャネル領域と重なる領域
であって、チャネル領域の上方の領域をさす。また、上
記の薄膜半導体には、アモルファスシリコン膜、多結晶
体シリコン膜等を用いることができる。
【０００８】請求項２のＴＦＴでは、請求項１のＴＦＴ
において、チャネル領域上に位置する絶縁膜の厚みが８
０ｎｍ以上であり、不純物領域上の絶縁膜の厚みが６５
ｎｍ以下である。
【０００９】上記のように、ゲート電極下の領域の絶縁
膜厚みを８０ｎｍ以上とすることにより耐圧性を確保
し、不純物領域上の絶縁膜の厚さを６５ｎｍ以下とする
ことにより、不純物イオンの打ち込みの加速電圧を４０
ｋｅＶ以下とすることができる。このため、耐圧性を確
保した上で、レジスト焦げを生じることなく薄膜半導体
に不純物イオンを打ち込むことができる。
【００１０】請求項３のＴＦＴでは、請求項１または２
のＴＦＴにおいて、チャネル領域上に位置する絶縁膜の
厚みと、不純物領域上の絶縁膜の厚みとの差が２０ｎｍ
以上ある。
【００１１】この構成により、耐圧性の確保とレジスト
焦げ防止とを両立させることができる。上記の差が２０
ｎｍ未満では上記の両立を図ることは難しくなる。より
確実に耐圧性とレジスト焦げ防止とを両立させるために
は、３０ｎｍ以上の上記の差を設けることが望ましい。
【００１２】請求項４の液晶表示装置は、液晶に電圧を
印加して光の透過量を制御するアクティブマトリックス
方式の液晶表示装置であって、駆動回路領域の信号線ご
とに形成されている第１のＴＦＴ群、および画素領域の
画素ごとに形成されている第２のＴＦＴ群のうち、少な
くとも一方の領域のＴＦＴ群が、請求項１～３のいずれ
かのＴＦＴから構成されている。
【００１３】駆動回路領域と画素領域とを別々に形成し
て液晶表示装置を組立てるもの、および駆動回路領域と
画素領域とを同じ基板上に形成する駆動回路一体型の液
晶表示装置の両方の場合とも、上記の構成によりゲート
電極の高耐圧性とレジスト焦げ防止を得ることができ
る。なお、駆動回路領域のＴＦＴ群とは、信号線ごとに
形成されているｎ型ＴＦＴおよびｐ型ＴＦＴの集合をい
い、画素領域のＴＦＴ群とは、画素領域ごとに形成され
ている２つのｎ型ＴＦＴの集合をさす。
【００１４】請求項５の液晶表示装置は、駆動回路領域
と画素領域とが同じ共通の基板上に形成された駆動回路
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一体型の液晶表示装置であって、駆動回路領域に信号線
ごとに形成されているｎ型ＴＦＴおよびｐ型ＴＦＴが、
請求項１～３のいずれかに記載のＴＦＴから構成されて
いる。
【００１５】この構成により、ｐ型不純物イオンの打込
みとｎ型不純物イオンの打込みとの２回の機会に、加速
されたイオンが通過するｎ型およびｐ型の薄膜半導体の
間の絶縁膜が存在して、レジスト周辺の温度上昇が強め
られる場合にも対処することができる。すなわち、上記
の場合でも、耐圧性を確保した上でｎ型ＴＦＴまたはｐ
型ＴＦＴの上に形成されたレジストの焦げを防止するこ
とができる。
【００１６】請求項６のＴＦＴの製造方法は、基板上に
半導体層を成膜する工程と、半導体層の上に接して絶縁
膜を形成する工程と、絶縁膜の上に接して導電層を形成
する工程と、導電層をパターニングしてゲート電極を形
成する工程と、ゲート電極をマスクとして絶縁膜をエッ
チングすることにより、ゲート電極の下の領域以外の領
域における絶縁膜をエッチングしてその膜厚を減少させ
る工程とを備える。そして、導電層をエッチングしてゲ
ート電極を形成する工程と、ゲート電極の下の領域以外
の領域における絶縁膜をエッチングしてその膜厚を減少
させる工程とを同じ処理装置内で連続して行う。
【００１７】この構成により、生産能率を低下させずに
ゲート電圧における耐圧性の確保と薄膜半導体への不純
物イオンの打込みにおけるレジスト焦げ防止の両方を簡
便に達成することができる。この結果、ＴＦＴの製造に
おいて高い歩留りを確保することができる。
【００１８】請求項７の液晶表示装置の製造方法は、基
板上の第１薄膜トランジスタの領域にチャネル領域、ソ
ース、ドレイン領域を含む第１半導体層を、また第２薄
膜トランジスタの領域にチャネル領域、ソース、ドレイ
ン領域を含む第２半導体層を、それぞれ形成する工程
と、第１および第２半導体層の上に接して絶縁膜を形成
する工程とを備える。そして、絶縁膜の上に接して導電
層を形成する工程と、第２薄膜トランジスタの領域以外
の領域の導電層をパターニングして、第１半導体層のチ
ャネル領域の上に第１ゲート電極を形成する工程と、第
２薄膜トランジスタの領域の導電層をパターニングし
て、第２薄膜半導体のチャネル領域の上に第２ゲート電
極を形成する工程とを備える。さらに、第１ゲート電極
下および第２薄膜トランジスタの領域以外の領域におけ
る絶縁膜をエッチングしてその膜厚を減少させる第１減
厚工程と、第２ゲート電極下および第１ゲート電極下の
領域以外の領域における絶縁膜をエッチングしてその膜
厚を減少させる第２減厚工程とを備え、第１ゲート電極
形成工程と第１減厚工程とからなる第１工程、および第
２ゲート電極形成工程と第２減厚工程とからなる第２工
程ともに、その電極形成工程と絶縁膜減厚工程とを同じ
処理装置内で連続して行う。

6
【００１９】上記構成により、液晶表示装置の駆動回路
領域において信号線ごとに形成されるｎ型ＴＦＴおよび
ｐ型ＴＦＴを充分なゲート耐圧性を確保した上でレジス
ト焦げを生じることなく形成することができる。このと
き、余分な工程を付加することなく、エッチング条件を
変えるだけでゲート電極のパターニングと上記絶縁膜の
減厚を行うことができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】次に、図面を用いて本発明の実施
の形態について説明する。
【００２１】本実施の形態では、駆動回路一体型の液晶
表示装置のＴＦＴを対象にしている。図１および図２
は、それぞれ画素領域および駆動回路領域における断面
図であり、液晶表示装置の製造過程において、ゲート電
極をパターニングするためのレジスト６をゲート電極膜
５の上に形成した段階の画素領域の断面図を示す。図１
および図２に示す段階に至る工程は次の通りである。ま
ず、基板１の上に下地膜２を成膜する。次いで、ＣＶＤ
(Chemical Vapor Deposition)法を用いて、アモルファ
スシリコン膜を形成した後、レーザアニール法や急速加
熱法により多結晶体シリコンとする。次に、フォトリソ
グラフィ法を用いて、多結晶体シリコン膜を加工して、
画素用ＴＦＴ(図１）、駆動回路用ＴＦＴ(図２）、保持
容量（図示せず）の各領域に島状の多結晶体シリコン３
を残す。次に、フォトリソグラフィ法により保持容量以
外の領域にイオンドーピングマスクを形成した後、保持
容量領域（図示せず）にリンイオンをドーピングし、レ
ジストを除去する。次に、ＣＶＤ法などを用いて、多結
晶体シリコンと下地膜との上に厚み８５ｎｍ程度の酸化
シリコン膜からなるゲート絶縁膜４を形成する。
【００２２】次に、ゲート絶縁膜４の表面にドープトシ
リコン膜、シリサイド膜、またはアルミニウム膜、クロ
ム膜、タンタル膜などの金属膜をゲート電極膜５として
成膜し、パターニングを行って、ゲート電極５ａを形成
する。
【００２３】ここで、ゲート電極５ａをドープトシリコ
ン膜で形成する場合を例にとって説明する。ＣＶＤ法を
用いて、ゲート絶縁膜の上の全面にドープトシリコン膜
を約３００ｎｍ成膜する。この後、フォトリソグラフィ
法を用いて、ドープトシリコン膜を残すべき場所にレジ
ストマスク６を形成する。次に、ドライエッチング装置
を用いて、下記の条件にてエッチングを行う。
【００２４】モード：反応性イオンエッチング（異方性
エッチング）
ガス：ＣＦ

4
（５０sccm(standard cubic cm /min))、Ｈ

2
（３５sccm)
圧力：２５Ｐａ
温度：４０℃
時間：２００秒
このエッチングにおいて、ゲート電極５ａを形成した後
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7
のオーバエッチング時にゲート電極下以外のゲート絶縁
膜が減厚される。上記のオーバエッチング時にゲート電
極下以外の領域のゲート絶縁膜４ａは、約３５ｎｍ厚さ
エッチングされるので、その厚さｔ

1
は、図３および図

４に示すように、ゲート電極の下の領域の絶縁膜４ｂの
厚さｔｏよりも明白に薄くなる。図４に示すように、駆
動回路領域のｎ型ＴＦＴのソース、ドレイン領域の上の
絶縁膜、およびｎ型ＴＦＴとｐ型ＴＦＴとの間のゲート
絶縁膜は、この時点でエッチングされ減厚されている。
ここで、ゲート絶縁膜のエッチングは、ゲート電極の形
成に引き続いて、同じ装置内で連続して行われるので、
製造工程が従来より増えることはなく、生産性の低下を
招くことはない。
【００２５】次に、画素領域のｎ型ＴＦＴおよび駆動回
路領域のｎ型ＴＦＴに高濃度ソース、ドレイン領域を形
成するため、図３および図４に示すように、高濃度ソー
ス、ドレイン領域３ａ，３ｂにリンイオンをドーピング
する。図３は画素領域のｎ型ＴＦＴ形成途中の断面図で
あり、図４は駆動回路領域のｎ型およびｐ型ＴＦＴ形成
途中の断面図である。その後イオンドーピングマスクを
除去する。さらに、図５に示すように、駆動回路領域の
ｐ型ＴＦＴのゲート電極５ａを、上記の反応性イオンエ
ッチングの条件において、大きくオーバエッチングをし
ないエッチング時間にてエッチングして形成する。この
とき、図５に示すようにｐ型ＴＦＴのソース、ドレイン
領域の上およびｎ型およびｐ型ＴＦＴの間のゲート絶縁
膜の膜厚を減少させる。次いで、駆動回路領域のｐ型Ｔ
ＦＴに高濃度のソース、ドレイン領域を形成するため、
図６に示すように、高濃度ソース、ドレイン領域にボロ
ンイオンをドーピングし、その後レジストを除去する。
このとき、ゲート電極下以外の領域のゲート絶縁膜４ａ
の膜厚ｔ

1
は膜厚５０ｎｍ程度にまで、エッチングされ

ており、イオンドーピング時の加速電圧を従来よりも低
くすることができる。このため、レジストマスク焦げを
発生させずに高濃度のイオンドーピングを行うことがで
きる。この場合においても、ゲート電極下のゲート絶縁
膜４ｂの膜厚ｔｏは８５ｎｍと厚く、耐圧が低下するこ
とはない。また、ゲート絶縁膜はゲート電極形成時に連
続して同じ装置内でエッチングされるので、工程数が増
大することがない。
【００２６】次に、図７に示すように、ゲート電極５ａ
の表面にＴＥＯＳ-ＣＶＤ法やプラズマＣＶＤ法などを
用いて、層間絶縁膜として酸化シリコン膜７を形成した
後、ドーピングしたイオンを活性化するために、水素プ
ラズマ中で５００℃程度に加熱する熱処理を行う。次
に、ドライエッチング法を用いて、ソースおよびドレイ
ン領域３ａ，３ｂに届くように、この層間絶縁膜７およ
びゲート絶縁膜４ａの所定の箇所にコンタクトホールを
開口する。次いで、図７に示すように、このコンタクト
ホール底部でソース、ドレイン領域と接するクロム膜、*
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*またはタンタル膜とアルムニウム膜との多層金属膜を形
成して、ソース、ドレイン電極８，９を形成する。この
後、画素領域については図８に示すように、透明性有機
層間絶縁膜１１を形成し、さらにＩＴＯなどの透明導電
膜からなる画素電極１２を形成する。また、駆動回路領
域については図９に示すように、ゲート電極上の層間絶
縁膜１０の形成、ソース、ドレイン電極８，９の形成の
後、平坦化のために透明性有機層間絶縁膜膜１１を形成
する。さらにその上に、図１０に示すように、液晶と接
する配向層１３を形成する。一方、上部ガラス基板２１
にはカラーフィルタ２２を貼り付け、その上に対向電極
２３を設け、さらに、液晶に接する配向層２４を形成す
る。この上部ガラス基板２１と、ガラス基板１とを、配
向層１３，２４を対向させて一定のギャップを保って固
定する。図１０の画素領域の断面図に示すように、この
ギャップ内に液晶３０を封入することにより、液晶表示
装置の主要機能部が完成する。
【００２７】本実施の形態による液晶表示装置の製造方
法によれば、イオンドーピングを行う時点では、イオン
がドーピングされる多結晶体シリコンの上のゲート絶縁
膜の膜厚は薄くなっているので、イオンドーピングの加
速電圧を低減することができる。このため、ドーピング
マスクであるフォトレジストの焦げ付きを防止すること
ができる。さらに、ゲート電極下のゲート絶縁膜の膜厚
は充分厚いので、耐電圧の低下は生じない。上記のゲー
ト絶縁膜を減厚するエッチング工程は、ゲート電極の形
成に引き続いて同じ装置内で連続して行われるので、生
産性を低下することがない。
【００２８】上記において本発明の実施の形態について
説明を行ったが、上記に開示された本発明の実施の形態
はあくまで例示であって、本発明の範囲はこれら発明の
実施の形態に限定されない。本発明の範囲は、特許請求
の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範囲の
記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含
む。
【００２９】
【発明の効果】本発明のＴＦＴ、液晶表示装置およびそ
れらの製造方法を用いて、ゲート電極下の領域以外の領
域におけるゲート絶縁膜の膜厚をゲート電極下のゲート
絶縁膜よりも薄くすることにより、耐圧性に優れたＴＦ
Ｔをレジスト焦げを発生させずに製造することができ
る。このゲート絶縁膜を減厚するエッチング工程は、ゲ
ート電極の形成に引き続いて連続して同じ装置内で行わ
れるので、生産性を低下させることがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本実施の形態におけるゲート電極膜の上にｎ
型ＴＦＴ用のゲート電極形成用のレジストを形成した段
階の、画素領域の断面図である。
【図２】    本実施の形態におけるゲート電極膜の上に
ｎ型ＴＦＴ用のゲート電極形成用のレジストを形成した



(6) 特開２００１－２６７５８３

10

9
段階の、駆動回路領域の断面図である。
【図３】  図１の状態からゲート電極を形成し、ゲート
電極以外の領域のゲート絶縁膜を減厚し、高濃度ソー
ス、ドレイン領域を形成するためにリンイオンを打ち込
んでいる段階の断面図である。
【図４】  図２の状態からｎ型ＴＦＴ用のゲート電極を
形成し、そのゲート電極以外の領域のゲート絶縁膜を減
厚し、ｎ型ＴＦＴの高濃度ソース、ドレイン領域を形成
するためにリンイオンを打ち込んでいる段階の断面図で
ある。
【図５】  図４の状態からｐ型ＴＦＴ用のゲート電極を
形成した段階の断面図である。
【図６】  図５の状態からｐ型ＴＦＴ用の高濃度ソー
ス、ドレイン領域をするためにボロンイオンを打ち込ん
でいる段階の断面図である。
【図７】  図３の状態から、レジストを除去し、層間絶
縁膜を成膜し、ソース、ドレイン電極を形成した段階の
断面図である。
【図８】  図７の状態から透明性有機絶縁膜を成膜し、*

10
*画素電極を形成した段階の断面図である。
【図９】  図６の状態から、レジストを除去し、層間絶
縁膜を成膜し、ソース、ドレイン電極を形成し、透明性
有機絶縁膜を形成した段階の断面図である。
【図１０】  図８の状態から、液晶表示装置の主要構成
部を完成させた段階の断面図である。
【図１１】  従来のｎ型ＴＦＴおよびｐ型ＴＦＴの製造
において、ソース、ドレイン領域を形成するために不純
物イオンを打ち込んでいる段階の断面図である。
【符号の説明】
１  (下部）ガラス基板、２  下地膜、３  多結晶体シ
リコン膜、３ａ，３ｂソース、ドレイン領域、３ｃ  チ
ャネル領域、４，４ａ，４ｂ  ゲート絶縁膜、５  ゲー
ト電極膜，５ａ  ゲート電極、６  レジスト、７  層間
絶縁膜、８，９  ソース、ドレイン電極、１１  透明性
有機絶縁膜、１２  画素電極、１３，２４  配向層、２
２  カラーフィルタ、２３  対向電極、３０  液晶、ｔ
ｏ  ゲート電極下のゲート絶縁膜の厚さ、ｔ

1
  ゲート

電極下以外の領域のゲート絶縁膜の厚さ。

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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